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右
の
質
問
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会
法
第
七
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条
に
よ
っ
て
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す
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。
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ス
マ
ト
ラ
島
沖
大
地
震
及
び
イ
ン
ド
洋
津
波
被
害
に
対
す
る
二
国
問
無
償
資
金
協
力
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
十
六
年
十
二
月
に
発
生
し
た
ス
マ
ト
ラ
島
沖
大
地
震
及
び
イ
ン
ド
洋
津
波
被
害

（以
下

「ス
マ
ト
ラ
島
沖
大
地
震
」
と

い
う
。
）
に
対
し
、
日
本
政
府
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
二
国
間
無
償
資
金
協
力

（以
下

「本
無
償
資
金
協
力
」
と
い
う
。
）
を
実

施
し
、
百
四
十
六
億
円

（以
下

「本
資
金
」
と
い
う
。
）
を
支
払
っ
た
。

本
無
償
資
金
協
力
に
関
し
、
私
は
去
る
平
成
十
七
年
九
月
二
十
九
日
の

「ス
マ
ト
ラ
島
沖
大
地
震
及
び
イ
ン
ド
洋
津
波
被
害

に
対
す
る
二
国
間
無
償
資
金
協
力
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
お
い
て
、

「独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構

（以
下

「Ｊ
Ｉ
Ｃ

Ａ
」
と
い
う
。
）
又
は
財
団
法
人
日
本
国
際
協
カ
シ
ス
テ
ム

（以
下

「Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
は
何
ら
か
の
金
銭

が
支
払
わ
れ
る
の
か
。
」
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
政
府
の
答
弁
書

（以
下

「本
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
は
同
年
十
月
七
日
に
受
領
し
て
い
る
が
、

本
答
弁
書
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
改
め
て
質
問
す
る
。

一　

本
答
弁
書
に
よ
る
と
、

「Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
対
し
て
は
、
本
資
金
は
支
払
わ
れ
な
い
」
と
あ
る
。

ｌ
　
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は
、
ス
マ
ト
ラ
島
沖
大
地
震
に
つ
い
て
、
緊
急
開
発
調
査
を
二
件
実
施
し
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
に
そ
の
結
果

を
提
供
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
資
金
が
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
対
し
て
支
払
わ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
を
具
体

一



二

的
に
示
さ
れ
た
い
。

２
　
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
職
員
は
、
平
成
十
八
年
二
月

一
日
現
在
、
バ
ン
ダ

・
ア
チ
ェ
に
駐
在
し
て
い
る
か
。
駐
在
し
て
い
る
場
合

は
、
そ
の
人
数
を
示
さ
れ
た
い
。

３
　
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
職
員
の
駐
在
に
関
わ
る
費
用
は
、
本
資
金
よ
り
支
払
わ
れ
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
が
、
本
資
金
よ
り
支

払
わ
れ
る
の
か
。
本
資
金
か
ら
支
払
わ
れ
な
い
場
合
に
は
、
な
ぜ
支
払
わ
れ
な
い
の
か
、
ま
た
、
そ
の
駐
在
費
用
は
ど
こ

が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
負
担
す
る
の
か
示
さ
れ
た
い
。

一
一　
本
無
償
資
金
協
力
の
実
施
に
当
た
り
、
日
本
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
交
換
公
文
に
お
い
て
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
が

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
の
調
達
代
理
機
関
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

本
答
弁
書
に
よ
る
と
、

「Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
に
最
終
的
に
支
払
わ
れ
る
手
数
料
の
具
体
的
な
金
額
に
つ
い
て
は
、
本
無
償
資
金
協

力
に
係
る
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
の
業
務
が
す
べ
て
完
了
し
た
時
点
で
確
定
す
る
」
と
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
手
数
料
の
金
額
に
つ
い
て
は
既
に

「三
億

一
千
百
万
円
」
と
の
報
道
が
な
さ
れ
、　
一
方
で
平
成
十
七
年
十

月
二
十
日
の
外
交
防
衛
委
員
会
に
お
い
て
は

「各
契
約
ご
と
に
約
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
の
佐
々
木
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
理
事
長
の
答
弁

も
な
さ
れ
て
い
る
。

●

●



●

●

１
　
こ
の
報
道
や
答
弁
は
正
し
い
も
の
で
あ
る
の
か
。
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
　
ゴ
一億

一
千
百
万
円
」
と
い
う
金
額
は
具
体

的
に
何
を
指
す
の
か
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

「約
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
」
の
正
確
な
率
も
示
さ
れ
た
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
手
数

料
の
支
払
時
期
及
び
既
に
支
払
わ
れ
た
手
数
料
が
あ
る
場
合
の
合
計
金
額
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
金
額
や
率

と
は
異
な
る
が
、
既
に
手
数
料
の
金
額
が
確
定
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
手
数
料
の
金
額
算
定
に
関
し

一
契
約
ご
と
に
設
定

さ
れ
た
率
が
あ
っ
て
そ
の
率
が
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
で
は
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
金
額
な
い
し
は
そ
の
率
を
示
さ
れ
た
い
。

２
　
本
答
弁
書
で
示
さ
れ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
か
ら
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
に
支
払
わ
れ
る
手
数
料
の

「具
体
的
な
金
額
」
の

「確

定
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
計
算
さ
れ
る
の
か
。
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
が
取
り
決
め
を
交
わ
し
た
相
手
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府

の
ど
の
部
署
か
を
具
体
的
に
示
し
、
手
数
料
の
計
算
根
拠
と
な
る
契
約
書
等
の
内
容
を
列
挙
し
た
上
で
、
具
体
的
に
示
さ

れ
た
い
。

３
　
政
府
は
、
２
に
対
す
る
答
弁
で
示
さ
れ
る
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
手
数
料
の
金
額
が
、
本
無
償
資
金
協
力
に
お
い
て

指
定
さ
れ
た
調
達
代
理
機
関
で
あ
る
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
が
受
領
す
る
金
額
と
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
か
。
政
府
の
見

解
を
そ
の
理
由
と
と
も
に
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


